
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成18年 9月29日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 7号

１

ペ
ー
ジ

公
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規
則

◯
秋
田
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
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則
（
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交
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企
画
課
）
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１

公
安
委
員
会
規
則

秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第
1
3
号

秋
田
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
1
8
年
９
月
2
9
日秋
田
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
大
　
渕
　
宏
　
道
　

秋
田
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
3
9
年
秋
田
県
公
安
委
員
会
規
則
第

７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
条
第
３
項
中
「
秋
田
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
長

（
以
下
「
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
長
」
と
い
う
。
）
」
を
「
次
の
表
の
左
欄
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
者
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し

書
を
削
り
、
同
項
に
次
の
表
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
1
8
年
1
0
月
２
日
か
ら
施
行
す
る
。

区
　
　
　
　
　
　
　
　
分

１
　
法
第
9
4
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
免
許
証
の
記
載
事
項
の
変
更
の

届
出

秋
田
市
に
住
所

２
　
法
第
9
4
条
第

経
　
　
　
　
　
由

秋
田
県
警
察
本
部
交
通
部
運

転
免
許
セ
ン
タ
ー
長
（
以
下

「
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
長
」

と
い
う
。
）
又
は
当
該
届
出

を
し
よ
う
と
す
る
者
の
住
所

地
を
管
轄
す
る
署
長

運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
長

３
　
法
第
1
0
1
条
第
１
項
及
び
第
1
0
1

条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
免

許
証
の
更
新
の
申
請
（
第
1
5
条
の

３
第
１
項
に
お
い
て
「
免
許
証
更

新
申
請
」
と
い
う
。
）

４
　
法
第
1
0
4
条
の
４
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
の
申
請

６
　
１
の
項
か
ら
５
の
項
に
掲
げ
る

申
請
又
は
届
出
以
外
の
申
請
又
は

届
出

を
有
す
る
者

秋
田
市
以
外
に

住
所
を
有
す
る

者秋
田
市
に
住
所

を
有
す
る
者

秋
田
市
以
外
に

住
所
を
有
す
る

者

２
項
の
規
定
に

よ
る
免
許
証
の

再
交
付
の
申
請

５
　
法
第
1
0
4
条

の
４
第
５
項
の

規
定
に
よ
る
運

転
経
歴
証
明
書

の
交
付
の
申
請

運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
長
又
は

当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
署

長運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
長
又
は

秋
田
臨
港
警
察
署
長
、
秋
田

中
央
警
察
署
長
及
び
秋
田
東

警
察
署
長
を
除
く
署
長

運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
長
又
は

当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
署

長運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
長

運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
長
又
は

当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る

者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
署

長運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
長
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